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平
成
１
７
年
度

市
民
税

県
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告
時
期
で
す

平
成
１
７
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度
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税

県
民
税の

申
告
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す

平
成
１
７
年
度

市
民
税

県
民
税の

申
告
時
期
で
す

営業所得

農業所得

不動産所得

利子所得

配当所得

給与所得

雑所得

一時所得

譲渡所得
（総合課税）

山林所得
（分離課税）

譲渡所得
（分離課税）

商業などの事業から生じる所得

農業から生じる所得

地代、家賃など

公社債、預貯金の利子など

株式や出資の配当など

サラリーマンの給料など

他の所得にあてはまらないもの
公的年金、その他

懸賞当選金品、生命保険満期一時
金など

不動産および株式等以外の資産の
譲渡による所得

山林の伐採や、売ったときの所得

（総収入金額）－（必要経費）

（総収入金額）－（必要経費）

（総収入金額）－（必要経費）

（収入金額）

（収入金額）－（元本取得による負債の利子）

（収入金額）－（給与所得控除額または特定支出額の合計額のいずれか多い額）

公的年金　→（公的年金等の収入金額）－（公的年金等控除額）
その他 →（総収入金額）－（必要経費）

（総収入金額）－（その収入を得るために支出した金額）－（特別控除額）

（総収入金額）－（取得費＋譲渡費用）－（特別控除額）

（総収入金額）－（必要経費）－（特別控除額）

土地や建物などを譲渡したとき　　→（総収入金額）－（取得費＋譲渡費用）－（特別控除額）
株式・転換社債等を譲渡したとき　→（総収入金額）－（取得費＋譲渡費用等）
商品先物取引（分離課税）

行
政
サ
ー
ビ
ス
は
、
皆
さ
ん
が
負
担
し
て

い
る
税
金
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

で
も
市
・
県
民
税
は
所
得
な
ど
に
応
じ
て
公

平
に
負
担
し
て
も
ら
う
た
め
に
、

と
し
て
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

申
告
す
る
内
容
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一

日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
一
年
間
の

収
入
状
況
（
所
得
）
と
、
世
帯
状
況
、
様
々

な
支
出
や
障
害
の
有
無
な
ど
（
控
除
）
で
す
。

申
告
し
た
内
容
（
主
に
所
得
）
は
、
様
々

な
サ
ー
ビ
ス
の
算
定
資
料
や
判
定
基
準
な
ど

に
も
な
り
ま
す
。

申告すべき所得は、主に次のようなものがあり、所得額の算出方法は原則として『（収入金額）－（必要経費）』
です。給与所得や雑所得（公的年金）など、算出方法が決められているものもあります。

所
得
控
除
と
は
、
納
税
義
務
者
の
最
低
生
活
費
や
災
害
な
ど
に
よ
る
異
常
な
出
費
な
ど

を
考
慮
し
、
能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め
る
た
め
に
、
一
定
の
方
法
で
計
算
さ
れ
た
控
除

額
を
所
得
金
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

住
民
税
の
所
得
控
除
に
は
①
〜
⑮
の
十
五
種
類
が
あ
り
、
①
〜
⑧
ま
で
は
申
告
の
と
き

に
支
払
証
明
書
や
領
収
書
な
ど
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

均
等
割
は
、
市
町
村
の
人
口
に
よ
っ
て

分
け
ら
れ
て
お
り
、
八
代
市
の
場
合
は
次

の
と
お
り
で
す
。

所
得
割
は
、
一
般
的
に
次
の
算
出
で
求

め
ら
れ
ま
す
。

▼
土
地
・
建
物
、
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得

や
山
林
所
得
な
ど
の
分
離
課
税
の
所
得

に
つ
い
て
は
別
途
税
率
、
計
算
方
法
が

あ
り
ま
す
。

▼
配
当
所
得
の
あ
る
人
は
、
別
途
税
額
控

除
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

課税総所得
金額

２００万円以下

２００万円超
７００万円以下

７００万円超

税率

３％

８％

１０％

控除額
０円

１００,０００円

２４０,０００円

税率

２％

３％

控除額

０円

７０,０００円

市民税　　　　　 県民税

表１：市・県民税 税率表

※土地・建物、株式などの譲渡所得や山林所得など
の分離課税の所得については別途税率が定められ
ています。詳細については、問い合わせください。

配
偶
者
の
所
得
金
額
が
、
三
十
八
万
円

以
下
に
対
す
る
配
偶
者
特
別
控
除
が
廃
止

に
な
り
ま
す
。

と
な
り
ま
す
。

所
得
金
額
が
、
三
十
八
万
円
を
超
え
七

十
六
万
円
未
満
の
場
合
は
、
従
来
ど
お
り

の
配
偶
者
特
別
控
除
と
な
り
ま
す
。

災
害
、
盗
難
等
に
よ
り
生
活
資
産
に
損
害

を
受
け
た
と
き

本
人
、
生
計
を
同
じ
に
す
る
配
偶
者
、
そ

の
他
親
族
の
た
め
に
支
払
っ
た
医
療
費

本
人
、
生
計
を
同
じ
に
す
る
配
偶
者
、
そ

の
他
親
族
の
健
康
保
険
料
・
介
護
保
険
料
・

厚
生
年
金
・
国
民
年
金

掛
金
控
除
小
規
模
企
業
共
済
事
業
団
に
支

払
っ
た
第
一
種
共
済
契
約
の
掛
金
、
心
身
障

害
者
共
済
掛
金

生
命
保
険
・
個
人
年
金
契
約
等
に
基
づ
く

保
険
料
も
し
く
は
掛
金

居
住
用
の
家
屋
、
動
産
な
ど
に
掛
け
た
火

災
保
険
料
、
傷
害
保
険
料
、
医
療
費
用
保
険

料
な
ど

納
税
義
務
者
が
、
そ
の
年
の
一
月
一
日
現

在
の
住
所
地
の
都
道
府
県
共
同
募
金
会
お
よ

び
日
本
赤
十
字
社
都
道
府
県
、
市
町
村
ま
た

は
特
別
区
に
対
し
て
行
っ
た
寄
付

本
人
、
控
除
対
象
配
偶
者
、
扶
養
親
族
が

障
害
者
で
あ
る
と
き

（
※
注
１
）

年
齢
が
六
十
五
歳
以
上
で
所
得
が
一
千
万

円
以
下
の
人

老
年
者
に
該
当
し
な
い
人
の
う
ち
、
夫
と

死
別
あ
る
い
は
離
婚
し
た
あ
と
、
婚
姻
し
て

い
な
い
人
。
老
年
者
で
な
く
、
夫
と
死
別
・

離
婚
し
て
扶
養
家
族
の
あ
る
人（
所
得
・
扶

養
条
件
に
よ
り
取
得
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
）

納
税
義
務
者
と
生
計
を
同
じ
に
す
る
配
偶

者
の
合
計
所
得
金
額
が
、
三
十
八
万
円
以
下

で
あ
る
場
合

自
己
と
生
計
を
同
じ
に
す
る
配
偶
者
を
有

す
る
納
税
義
務
者
の
う
ち
、
合
計
所
得
金
額

が
一
千
万
円
以
下
で
、
配
偶
者
の
所
得
が
三

十
八
万
円
を
超
え
七
十
六
万
円
未
満
の
場
合

（
※
注
２
）

納
税
義
務
者
と
生
計
を
同
じ
に
す
る
親
族

等
で
、
合
計
所
得
金
額
が
三
十
八
万
円
以
下

で
あ
る
も
の

本
人
が
勤
労
学
生
で
、
所
得
が
六
十
五
万

円
以
下
の
と
き

本
人
の
控
除

（
※
注
１
）
老
年
者
（
六
十
五
歳
以
上
）
…
昭
和
15
年
１

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人

（
※
注
２
）
扶
養
控
除
に
は
年
齢
に
よ
っ
て
控
除
額
が
異

な
り
ま
す
。

▼
老
人
（
七
十
歳
以
上
）
…
昭
和
10
年
１
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
人
▼
特
定
扶
養
親
族
…
昭
和
57
年

１
月
２
日
〜
昭
和
64
年
１
月
１
日
生
ま
れ
の
人

※表１参照

平
成
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度

市
民
税

県
民
税の

申
告
時
期
で
す

平
成
１
７
年
度

市
民
税

県
民
税の

申
告
時
期
で
す

※税額の百円未満は切り捨てます。
※所得金額は、一般に収入金額から必要経費
を差し引いて求められます。



※税務署での確定申告をする人は、市県民税の申告の必要はありません。
※申告不要に該当する人も下記に記載した各種サービスを利用（申請）する場合には、申告が必要になる場合
があります。
●市・県民税の税額計算　●国民健康保険税算定資料・軽減措置の判定　●介護保険料算定資料
●所得証明等発行　●市営住宅家賃算定資料　●その他福祉関係・医療関係諸手当
●高額療養費支給の申請　など

所得が給与だけ(パート･
アルバイトも含む)

給与以外にも所得がある（配当（大口株主・末上場株式）不動産等）

所得が給与以外

医療費控除を受ける、または他の控除の追加・訂正をしたい

公的年金のみで収入金額が2,666,666円以下(65歳以上の場
合)、または980,000円以下(65歳未満の場合)

同居の家族の扶養控除の対象に

収
入
な
し

収
入
あ
り

勤務先から給与支払報
告書が提出

給与を2ヶ所以上から
受けている

されている

されていない

なっている

なっていない

申告は不要です

何
か
収
入
が
あ
り
ま
し
た
か
？

（
平
成
十
六
年
一
月
一
日
〜
十
二
月
三
十
一
日
の
間
）

申告が必要です

申告は不要です
が、必要な場合
があります※

申告が必要です

◆
印
鑑

《《
所所
得得((
収収
入入))
にに
関関
すす
るる
もも
のの
》》

◆
給
与
や
公
的
年
金
の
あ
る
人
…
源
泉
徴

収
票
（
年
金
・
給
与
な
ど
）

◆
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
の
あ
る
人
…

売
上
げ
の
領
収
書
・
仕
切
書
や
帳
簿
な
ど

収
入
金
額
の
分
か
る
も
の

各
種
経
費
の
領
収
書
や
平
成
十
六
年
中

に
購
入
し
た
減
価
償
却
資
産
の
領
収
書
等

経
費
の
分
か
る
も
の

◆
一
時
所
得(

生
命
保
険
の
満
期
一
時
金

な
ど)

◆
配
当
所
得
（
大
口
株
主
｛
発
行
済
み
株

式
総
数
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
保
有

す
る
株
主
｝、
未
上
場
株
式
の
配
当
）

◆
公
的
年
金
以
外
の
雑
所
得
（
個
人
年

金
・
講
師
料
・
謝
金
な
ど
各
種
報
酬
）

な
ど
の
あ
る
人
…
そ
れ
ぞ
れ
の
源
泉
徴
収
票

や
支
払
明
細
な
ど

《《
控控
除除
にに
関関
すす
るる
もも
のの
》》

◆
社
会
保
険
料
・
生
命
保
険
料
・
損
害
保
険

料
等
支
払
証
明
、
医
療
費
領
収
書
な
ど

※
所
得
金
額
に
よ
っ
て
は
、
必
要
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

��

申告相談は

です。なお、土曜・日曜日は行っていませんので、ご了承ください。

また、昨年まで税務署３階で行っていた所得税・贈与税・個人事業者の消費税の確定申告会場が、今年から
「やつしろハーモニーホール」で行われます。駐車場の混雑が予想されますので、できるだけ公共の交通機関を
ご利用ください。

二見公民館

南部市民センター

龍峯農業研修所

宮地東集会所

やつしろハーモニーホール

二見

日奈久

龍峯

東町

代陽・八代

太田郷

植柳・麦島・宮地

松高・郡築・昭和

高田・金剛

八千把

全校区

2/16（水）

2/17（木）

2/18（金）

2/21（月）

2/22（火）

2/23（水）

2/24（木）・25（金）

2/28（月）

3/1（火）

3/2（水）・3（木）

3/4（金）・7（月）

3/8（火）・9（水）

3/10（木）・11（金）

3/14（月）・15（火）

二見洲口町・二見本町

二見赤松町・二見下大野町・二見野田崎町

新開・大坪・新田・山下・竹之内・塩北町

塩南・浜・東・中・上西・中西・下西・馬越・栄・平成町

全町内

全町内

東片・上片・中片・西片・長田・福正・福正元・十条・萩原
萩原１・萩原２・清水・毘舎丸・横手本・大手町１・大手町２
井上・竹原・島田・日置・上日置・新・緑・若草
花園・旭中央・黄金・弥生・錦・夕葉・末広

全町内

全校区

校
区
指
定
日
の
割
り
振
り
や
場
内
整

理
な
ど
で
出
来
る
限
り
調
整
は
し
て
い
ま

す
が
、
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
お
り

ま
す
。

各
校
区
指
定
日
の
初
日
、
時
間
帯
で
い

う
と
午
前
中
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
時
間

に
融
通
の
利
く
人
は
、
午
後
に
お
い
で
い

た
だ
い
た
ほ
う
が
、
待
ち
時
間
が
少
な
い

と
思
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

い
い
え
。
申
告
案
内
の
ハ
ガ
キ
は
前

年
、
住
民
税
申
告
を
し
た
人
に
送
付
し
て

い
ま
す
。
ハ
ガ
キ
が
来
な
か
っ
た
か
ら
申

告
し
な
い
で
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
申
告
の
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か

不
明
な
人
は
、
遠
慮
な
く
問
い
合
わ
せ
い

た
だ
き
、「
う
っ
か
り
し
て
申
告
し
て
い
な

か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ

う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
税
務
署
で
確
定
申
告
の
相
談
を
し
、「
所

得
税
が
か
か
ら
な
い
か
ら
確
定
申
告
は
し

な
く
て
い
い
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
人
も
、

住
民
税
の
申
告
は
必
要
に
な
り
ま
す
の
で

必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
は
申
告
会
場
、
市
役
所
税
務
課

に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
か
ら
も
取
り
出
せ
ま
す
。

url=http://w
w
w
.city.yatsushiro.kum

am
oto.jp/S

inseisho/S
inseisho.htm
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…
消
費
税
の
届
出

書
の
提
出
は
お
済
み
で
す
か
？

個
人
事
業
者
で
、
平
成
十
五
年
分
の
所
得

税
の
確
定
申
告
な
ど
に
お
い
て
、
消
費
税
の

課
税
売
上
高
が
一
千
万
円
を
超
え
た
人
は
、

平
成
十
七
年
は
消
費
税
の
課
税
事
業
者
と
な

り
ま
す
。

新
た
に
課
税
事
業
者
に
な
る
人
は
、「
消

費
税
課
税
事
業
者
届
出
書
」
を
速
や
か
に
納

税
地
の
所
轄
税
務
署
に
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

ま
た
、
平
成
十
七
年
分
が
新
た
に
課
税
事

業
者
と
な
る
人
で
、
簡
易
課
税
制
度
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
人
（
平
成
十
五
年
分
の

消
費
税
の
課
税
売
上
高
が
五
千
万
円
以
下
の

人
に
限
ら
れ
ま
す
。）
は
、「
消
費
税
簡
易
課

税
制
度
選
択
届
出
書
」
を
平
成
十
七
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
に
納
税
地
の
所
轄
税
務
署

に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
た

人
は
、
事
業
を
廃
止
し
た
場
合
を
除
き
、
二

年
間
以
上
継
続
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
の

適
用
を
や
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

平
成
十
七
年
分
が
課
税
事
業
者
に
な
る
人

で
、
簡
易
課
税
制
度
を
適
用
し
な
い
人
お
よ

び
簡
易
課
税
制
度
を
適
用
で
き
な
い
人
（
平

成
十
五
年
分
の
消
費
税
の
課
税
売
上
高
が
五

千
万
円
を
超
え
る
人
）
に
つ
い
て
は
、
課
税

仕
入
れ
な
ど
の
事
実
を
記
載
し
た
帳
簿
お
よ

び
請
求
書
な
ど
、
両
方
の
保
存
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
八
代
税
務
署
　
�
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１
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１

税
務
相
談
室
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代
分
室

�
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１


